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安八町告示第９２号 

 

 

安八町職員措置請求に係る監査結果について 

 

平成３０年８月８日付で提出された住民監査請求書［安八町職員措置請求書（以下「請

求書」という。）］について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第２４２条第４項に基づき、監査した結果を下記のとおり通知する。 

 

平成３０年１０月 ５日 

 

安八町監査委員  清  伸二    

安八町監査委員  山中美惠子    

 

記 

 

第１ 監査の請求 

  

 １ 請求人 

   岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕７９６番地 

   傍嶋 邦博 

  

 ２ 請求書の受付 

   平成３０年８月８日 

    

 ３ 請求の趣旨 

  請求人から提出された請求の趣旨及び事実を証する書面等は次のとおりである。 

  なお、請求の趣旨については原文のまま記載する。 

    

   監査委員は、安八町長に対し、安八町が        に貸している土地に関

して、今まで        から安八町に対して土地の賃料の支払いがされてい

ない為、すみやかに町道認定が外されていなかった土地（道路分）以外の土地の今

までの賃料を支払ってもらう為に必要な措置を講ずるよう勧告せよ。 

    

  （添付書類） 

   本件に係る事実証明として、次の書類が提出された。 

   １．安八町と        との土地賃貸借契約書 

   ２．平成３０年７月３１日付 安八町職員措置請求監査結果通知書 
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第２ 請求の受理 

 

   監査の実施にあたり、本請求は、所定の形式要件は具備しているが、法第２４２

条の要件に適合しているかどうかを慎重に判断する必要があったため、平成３０年

８月１３日に清伸二監査委員並びに山中美惠子監査委員出席のもとに審査を行っ

た結果、これを受理した。 

  

  

第３ 監査委員の判断［法第２４２条の要件による判断］ 

  

   住民監査請求は、法第２４２条の規定に基づき、町長や町職員等の違法・不当な

財務会計上の行為又は怠る事実について、住民が直接その是正や防止、損害の補填

を求めて監査委員に監査を請求する制度である。 

   本件請求で請求人は、安八町が        （以下『    』という。）と締

結した土地賃貸借契約（以下『本件契約』という。）について、その賃貸借の対象

となる土地の内、道路分を除いた土地（以下『本件土地』という。）について、町

が得られるはずであった賃料が得られていないとして、その損害を補填するように

請求している。 

   つまり、本件請求は、本件土地の賃料の支払いがされていないことに対する損害

の補填を求めるものであり、財務会計行為における財産の管理を対象とした住民監

査請求の要件を満たしていると判断し、監査を実施することとした。 

 

 

第４ 監査の実施 

  

 １ 請求人の証拠の提出及び陳述 

   請求人に対して、法第２４２条第６項の規定に基づき、平成３０年８月２３日に

証拠の提出及び陳述の機会を設けたが、８月２０日に欠席の連絡があったため、陳

述は実施しなかった。 

   また、新たな証拠の提出もなかった。 

  

 ２ 監査の実施 

 （１）監査対象事項 

   法第２４２条第４項の規定に基づき、本件請求に係る財産の管理について平成３

０年９月６日に監査を実施した。 

 （２）監査対象課 

   企画調整課を監査対象課とし、必要な資料の提出を受けるとともに関係職員から

事情を聴取した。 
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第５ 事実関係の確認 

 

１ 監査対象事項について 

   関係課（職員）からの事情聴取、関係資料の調査及び確認の結果、関連する事項

を含め次の事項を確認した。 

  （１）地鎮祭が行われた平成２７年１０月２１日から平成２８年１１月１７日ま 

で、工場建物が竣工した平成２８年１１月１８日から１年間が経過した平成２９年

１１月１７日まで、並びに平成２９年１１月１８日から町道の変更の認定が議決さ

れ、普通財産となった平成３０年５月１５日の期間における土地の使用に係る対価

は支払われていなかった。 

  （２）平成３０年３月議会で議決を得たことを受け、平成３０年５月１６日付で 

    と町の間で、土地賃貸借契約を締結した。 

  （３）町は平成３０年７月６日付で、上記（１）における対価、また、上記（２）

における平成３０年５月１６日から平成３１年５月１５日までの賃料を    に

請求した。 

  （４）町は平成３０年８月１０日付で上記（３）について、    から支払いを

受けた。 

 

 

第６ 監査の結論 

  

   住民監査請求は、法第２４２条の規定に基づき、町長や町職員等の違法・不当な

財務会計上の行為又は怠る事実について、住民が直接その是正や防止、損害の補填

を求めて監査委員に監査を請求する制度である。 

   本件請求において、請求人は、違法若しくは不当な財産の管理に対する損害の補

填を主張している。 

   しかしながら、『第５ 事実関係の確認 １ 監査対象事項について』をみるに、

監査日において違法若しくは不当な財産の管理は存在せず、土地の使用の対価につ

いて、町は    から賃料相当額として受領している。 

   よって、請求人が本件請求で主張する町の損害は発生していないということとな

る。 

   以上のことから、請求人の主張には理由がないと判断し、これを棄却する。 

 

 

第７ 監査委員の意見 

  

   請求人が本件請求で主張する違法若しくは不当な財務会計行為は、監査実施日に

おいて、既に存在しない。 
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   よって、請求の理由がないと判断したものである。 

   しかしながら、行政は、法令に則ってその業務を執行しているはずであり、そも

そも町道の廃止が法令に則って適正に行われていれば、本件請求がされることもな

かった。 

   業務の適正な執行のために、職員自身が、業務に関連する法令等の各種知識を高

めるとともに、各課の連携をより密にして職務を遂行していくことを求めるもので

ある。 

 


